
プレスリリース 

令 和 元 年 ７ 月 ２ ５ 日  

全日本漬物協同組合連合会 

 

発酵漬物認定制度を始めます 

  

 全日本漬物協同組合連合会（以下「全漬連」という。）では、会員が発酵させて製造

又は加工し、一定基準以上に達していると認めた農産物漬物を、「発酵漬物」として認

定する発酵漬物認定制度（以下、「認定制度」という。）を設けました。 

認定制度では、認定した製品に対し全漬連の定める認定証票を付することを認める

ことにより、健康への寄与、消費者の信頼性確保及び漬物産業の発展を図ることを目

的としています。 

発酵漬物の定義等は下記のとおりですが、8月１日（木）から認定申請の受付を開

始します。 

記 

  

１．発酵漬物の定義  

発酵漬物は、「乳酸発酵漬物」及び「発酵床熟成漬物」の２種類とし、発酵漬物の

定義は、発酵漬物認定基準（別紙）において定める。 

 

２．認定制度の運営  

全漬連は、発酵漬物認定要領に従って認定制度を運営する。 

なお、認定制度の円滑な運用を図るため、発酵漬物認定委員会を設置し、認定の

可否等を審議・決定する。また、発酵漬物の認定証票、認定審査手続き及び認定申

請に係る費用等は、認定要領に定める。 

 

３．認定証票デザイン 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

全日本漬物協同組合連合会 

東京都江東区三好 1-1-2 

担当：藤川・鎌田 

電話：03-5875-8094 

 



 

  



 


